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ケアセンター瀬名（介護予防）短期入所療養介護重要事項説明書 

（2024年 8月 1日現在） 

 

 当事業者が提供する短期入所療養介護サービスの内容に関し、あなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者の概要 

名 称 医療法人社団 恒仁会 

所 在 地 静岡市葵区瀬名４６２９番地の１ 

電 話 番 号 ０５４－２６４－２１１１ 

開 設 年 月 日 １９８９年６月９日 

事 業 所 名 称 ケアセンター瀬名 短期入所療養介護事業所 

事 業 所 所 在 地 静岡市葵区長尾３９番地の５ 

事 業 所 電 話 番 号 ０５４－２６４－２２２１ 

事 業 所 指 定 年 月 日 １９８９年６月９日 

代 表 者 氏 名 理事長 伊藤 恒道 

管 理 者 氏 名 施設長 北澤 光孝 

介 護 保 険 事 業 者 番 号 ２２５４１８００１７ 

 

２．事業者の職員の概要 

 員数等 業務内容 

・ 管理者 １ （他の業務と兼務） 従業者の統括管理、指導 

・ 医師 ２以上 （他の業務と兼務） 利用者の医学的な病状管理 

・ 薬剤師 １以上 （他の業務と兼務） 利用者の病状観察や診療補助 

・ 看護職員 １６以上  利用者の薬剤管理と服薬指導 

・ 介護職員 ４２以上  利用者の日常生活の援助 

・ 支援相談員 ２以上  利用者に対する全般の相談 

・ 療法士（理学、作業） ２以上 （他の業務と兼務） 機能訓練の計画作成と実施 

・ 栄養士 １以上  適切な栄養管理と食事の提供 

・ 介護支援専門員 ２以上 （他の業務と兼務） ケアプランの作成と管理 

・ 事務職員 必要数以上  利用料の受領や事務全般 

・ その他    

・     

 

３．入所定員等   

① 入所定員 ２００ 名  ／  短期入所定員 ２０名 

② 療養室  ・個室 ８室  ・２人室 ９室  ・3 人室 ２室  ・４人室 ４２室 
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４．利用料金 

（１）基本料金 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度、利用する居室によって利用料が異

なります。以下は１日あたりの自己負担分です） 

   負担割合 多床室（2～4人部屋） 個室（従来型） 

要支援 1 

１割    ６３０円    ５９５円 

２割  １，２５９円  １，１９０円 

３割  １，８８９円  １，７８４円 

要支援 2 

１割    ７９５円    ７４６円 

２割  １，５９０円  １，４９２円 

３割  ２，３８５円  ２，２３７円 

要介護 1 

１割    ８５３円    ７７４円 

２割  １，７０５円  １，５４７円 

３割  ２，５５８円  ２，３２０円 

要介護 2 

１割    ９０４円    ８２３円 

２割  １，８０８円  １，６４６円 

３割  ２，７１２円  ２，４６８円 

要介護 3 

１割    ９７０円    ８８８円 

２割  １，９３９円  １，７７５円 

３割  ２，９０９円  ２，６６２円 

要介護 4 

１割  １，０２４円    ９４３円 

２割  ２，０４８円  １，８８６円 

３割  ３，０７２円  ２，８２９円 

要介護 5 

１割  １，０８１円    ９９８円 

２割  ２，１６１円  １，９９５円 

３割  ３，２４２円  ２，９９２ 

※ 送迎加算 

（片道）１割負担：１８９円／２割負担：３７８円／３割負担：５６７円 

※ サービス提供体制強化加算 

（１日当たり）１割負担：１９円／２割負担：３７円／３割負担：５６円 

※ 個別リハビリテーション実施加算 

（１日当たり）１割負担：２４７円／２割負担：４９３円／３割負担：７４０円 

※ 療養食加算 

（１食当たり）１割負担：９円／２割負担：１７円／３割負担：２５円 

※ 若年性認知症受入加算 

（１日当たり）１割負担：１２４円／２割負担：２４７円／３割負担：３７０円 

※ 重度療養管理加算 

（１日当たり）１割負担：１２４円／２割負担：２４７円／３割負担：３７０円 

※ 緊急時施設療養費 

（１日当たり）１割負担：５３２円／２割負担：１，０６４円／３割負担：１，５９６円 

※ 介護職員等処遇改善加算（1000分の 75に相当する単位数）が利用内容に応じて算定されます。 
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② 食費 

朝  食 ４３０円／食 

昼  食 ６６０円／食 

夕  食 ６１０円／食 

合  計 １，７００円／日 

③ 居住費    １日当たり  多床室（２～４人部屋）   ４３７円 

                  個 室（従来型）    １，７２８円 

（２）その他の料金 

① 理美容代   実費（別途資料をご覧ください。） 

② その他（タオル代、日常生活品費、クリーニング代等）は、別途資料をご覧ください。 

 

（３）支払い方法 

・ 翌月 10 日以降に請求書を発行します。なお、支払方法は原則として、翌月 20 日にゆうちょ銀行又は 27 日

にその他の金融機関の口座より自動振替とします。 

 

５．サービス内容 

① 短期入所療養介護計画の立案（基本的に 3ヶ月後との評価及び見直し、再立案を行ないます。） 

② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

・ 朝食  ７時 30分～8 時 30分 

・ 昼食 12時 00分～13 時 00分 

・ 夕食 17時 00分～18 時 00分 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。ただし、利用者の身体の状

態に応じて清拭となる場合があります。） 

④ 医学的管理・看護 

⑤ 介護（退所時の支援も行います） 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦ 相談援助サービス 

⑧ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑨ 理美容サービス 

⑩ その他 

※ これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、

具体的にご相談ください。 

 

６．協力医療機関 

当時業者では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やか

に対応をお願いするようにしています。 

 

○静岡済生会総合病院   静岡市駿河区小鹿一丁目１番１号 

 

 

７．非常災害対策 

・ 防災設備 スプリンクラー、消火器、避難階段、避難用ロープ、非常通報設備、 

         非常用発電機、災害用備蓄食料等 

・ 防災訓練 年２回 

 

８．禁止事項 

  当事業者では、多くの方に安心してサービスを利用していただくために、利用者の「営利行為、宗 

教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 
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９．施設利用に当たっての留意事項 

・ 面会は 9時から 19時の時間帯にお願いします｡ 

・ 外出は必ず事前に看護師までお申し出下さい｡ 

・ 施設内は飲酒・喫煙は厳禁です。 

・ 火気の取扱いは禁止です。 

・ 電気製品は備え付けのものをご使用ください。 

・ 所持品・備品等の持ち込みは備え付けの床頭台やロッカーをご利用下さい。 

・ 金銭・貴重品の管理は各自で管理することになりますが、紛失した場合には、施設として責任を負いかね

ますので、多額の現金や貴重品はお持ちにならないで下さい。 

・ 外泊時等の施設外での受診は当施設の医師の許可が必要ですので、必ず、看護婦までお申し出下さい｡ 

・ 宗教活動は施設内では禁止です｡ 

・ ペットの持ち込みは禁止です。 

 

１０．要望及び苦情等の相談 

  当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。 

  要望や苦情などは、支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。 

・ ケ ア セ ン タ ー 瀬 名 ０５４－２６４－２２２１ 

・ 静 岡 市 介 護 保 険 課 ０５４－２２１－１０８８ 

・ 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 ０５４－２５３－５５９０ 

 

１１．その他 

・当施設の『運営規程』『身体拘束適正化及び廃止に関する指針』『虐待防止指針』（ファイル）を事務局受付及び東

棟２階サービスステーションの各カウンターに備え付けています。自由にご覧ください。  

 

・当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 

 


